
平成23年 3月 11ロの東ロ本大震災、 福島第 1原発の事故による被災者で、 梅沢団地及び古屋団地を希　　の

り
光
な

県

と

1

“度

梅沢団地及び古屋団地は、若年層の定住化対策、少子化対策により坪10,00 0円と分譲価格が低廉となっており、
条件としては同居する小学生以下の子供を扶養する方です。

宅地分譲には条件等がありますので、 宅地分譲案内の請求及びお問い合わせは、 地域振興課 (容63‐2 111)

選定委員会の審査を経て無償譲渡となります。

宅地分譲申込み受付開始
(下之宿団地･梅沢団地･古屋団地)

村では人Iニーシ減少が進み、 若年層の定住化対策が不可欠となってきています。
造成工事が完成した ｢下之宿団地 ･梅沢団地 ･古屋団地｣ 3 団地は、 少予化対策はもとより、 住民生活の安定

及び地域活性化を回ることを目的とした小規模団地です。 住宅地の購入を希望される方は、 下記のとおり申込み
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○下之宿団地(五領地区)
(判形信号を五領方面へ5 0 0 m )

し込み受付期間 平成24年10月 1日 ~ 平成25年 1月3 1日 (但し、 土 ･月 ･視H ･年末年始を除く)
し込み受付 高山村役場地域振興課 錘=送及び代理申請は不可)
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秋
の
リ
ン
ド
ウ
ハ
イ
キ
ン
グ
&

十
二
ケ
岳
登
山
参
加
者
募
集

高
山
村
ガ
イ
ド
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
は
10
月
即
ロ
に
、
村

の
花
り
ん
ど
う
の
野
生
種
を
見
な
が
ら
歩
き
、
十
二
ヶ
岳

に
登
る

｢秋
の
リ
ン
ド
ウ
ハ
イ
キ
ン
グ
&
+
ニ
ケ
岳
登
山
｣

を
実
施
し
ま
す
。
ガ
イ
ド
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
ガ
イ
ド

を
聞
き
な
が
ら
高
山
村
の
自
然
を
満
喫
し
て
み
ま
せ
ん

か
?

○
日

時

ゆ
月
20
日
(上
)
9
時
30
分
~
15
時

○
場

所

高
山
村
幹
線
林
道
、
十
二
ヶ
岳

局
山
村
幹
線
林
道
、
十
二
ヶ
岳

(標
高
脚
m
、
頂
上
は
珂
パ
ノ
ラ
マ
)
等

9
時
30
分
に
高
山
温
泉
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ

○
集
合
場
所

9
時
30
分
に
高
山
温
泉
ふ
オ
あ
い

ラ
.

○
持

ち

物

登
山
の
服
装
、
飲
み
物
、
昼
食

○
参
加
費

無
料

(各
自
保
険
に
ご
加
入
下
さ
い
)

0
募
集
人
員

先
着
幻
名

○
お
申
し
込
み
･
お
問
い
合
わ
せ

ガ
イ
ド
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
事
務
局

(役
場
地
域
振
興
課
)

T
E
L
…
0
2
7
9
1-
･2
6
--
7
9
4
5

M
A
ー
L

…
<
"
①
山
ゅ
言
て
ゅ
ヨ
ゅ
⑥
鈍
ヨ
巴
-･8
ヨ

10
月
15
日
(
月
)5
21
日
(日
)
は

行
政
相
談
週
間
で
す

行
政
相
談
週
間
は
、
行
政
相
談
制
度
の
理
解
を
深
め
て

い
た
だ
き
、
そ
の
利
用
の
促
進
を
図
る
た
め
に
、
総
務
省

が
定
め
た
も
の
で
す
。

総
務
省
で
は
、住
民
の
皆
様
の
身
近
な
相
談
相
手
と
し
て
、

民
間
の
有
識
者
の
方
を
行
政
相
談
委
員
に
委
嘱
し
、
道
路
、

登
記
、
農
地
転
用
、
年
金
、
郵
便
な
ど
役
所
の
仕
事
に
つ

い
て
の
苦
情
や
意
見
･
要
望
等
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
て

い
ま
す
。

村
で
は
、
行
政
相
談
週
間
行
事
と
し
て
、
村
の
心
配
ご

と
相
談
と
合
同
で
、
次
に
よ
り
特
設
行
政
相
談
所
を
開
設

い
た
し
ま
す
。

日
時

10
月
15
日
(月
)

午
後
2
時
~
午
後
4
時
ま
で

場
所

高
山
村
役
場
会
議
室

相
談
は
無
料
で
秘
密
を
守
り
ま
す
の
で
、
相
談
の
あ
る

方
は
お
気
軽
に
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

障
害
者
を
虐
待
か
ら
守
り
ま
し
ょ
う

障
害
者
虐
待
防
止
法

(正
式
に
は

｢障
害
者
虐
待

の
防
止
、
障
害
者
の
擁
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関

す
る
法
律
こ

が
10
月
1
日
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
法
律
は
、
虐
待
に
よ
っ
て
障
害
者
の
権
利
や

尊
厳
が
お
び
や
か
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
法
律
で
す
。
障

害
者
の
安
定
し
た
生
活
や
社
会
参
加
を
助
け
る
た
め

に
、
み
ん
な
で
虐
待
の
防
止
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

◆
虐
待
の
種
類
◆

①
養
育
者
に
よ
る
虐
待

②
障
害
者
福
祉
施
設
従
事
者
に
よ
る
虐
待

③
使
用
者
に
よ
る
虐
待

◆
虐
待
例
◆

①
身
体
的
虐
待

障
害
者
の
体
に
傷
や
痛
み
を
負
わ
せ
る
暴
行
を

加
え
る
こ
と
o

②
性
的
虐
待

障
害
者
に
無
理
や
り

(ま
た
同
意
と
見
せ
か
け
)

わ
い
せ
つ
な
こ
と
を
し
た
り
、
さ
せ
た
り
す
る

こ
シ
ー
0

③
心
理
的
虐
待

障
害
者
を
侮
辱
し
た
り
拒
絶
し
た
り
す
る
よ
う

な
言
葉
や
態
度
で
、
精
神
的
な
苦
痛
を
与
え
る

こ
と
0

④
放
棄
･
放
任

(ネ
グ
レ
ク
ト
)

食
事
や
入
浴
、
選
択
、
排
泄
な
ど
の
世
話
や
介

護
を
ほ
と
ん
ど
せ
ず
、
障
害
者
の
心
身
を
衰
弱

さ
せ
る
こ
と
o

⑤
経
済
的
虐
待

本
人
の
同
意
な
し
に
財
産
や
年
金
、
賃
金
な
ど

を
使
う
こ
と
。
ま
た
障
害
者
に
理
由
な
く
金
銭

を
与
え
な
い
こ
と
o

村
で
は

｢障
害
者
虐
待
防
止
セ
ン
タ
ー
｣
を
設
置

し
ま
し
た
の
で
、
虐
待
に
気
づ
い
た
ら
連
絡

･
相
談

を
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
受
付
窓
口
◆

平
日

(8
時
30
分
5
ワ
時
15
分
)
住
民
課

8
6
3
-
2
1
1
1

夜
間
･
休
ロ

役
場
宿
日
直

咎
6
3
-
2
1
1
1
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一.

--ゴーべ
,.

=
月
の
身
体
障
害
者
巡
回
相
談
に
つ
い
て

身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
及
び
そ
の
ご
家

族
の
皆
様
へ

群
馬
県
心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
が
巡
回
相
談

を
下
記
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

相
談
は
す
べ
て
予
約
制
で
す
。

平
成
24
年
u
月
7
月
(水
)

受
付
は
年
前
10
時
か
ら
12
時
ま
で

中
之
条
町
保
健
セ
ン
タ
ー

(中
之
条
町
役
場
と
な
り
)

整
形
外
科
、
在
宅
訪
問
診
査

身
体
障
害
者
に
関
係
す
る
各
種
の
相
談

補
装
具
、
自
立
支
援
医
療

(更
正
医
療
)

給
付
要
杏
判
定
等

場

所

実
施
科
目

相
談
内
容

当
日
持
っ
て
来
て
い
た
だ
く
も
の

○
印
鑑

0
身
体
障
害
者
手
帳

相
談
希
望
者
の
方
は
め
月
26
日
(金
)
ま
で
に
高

山
村
役
場

住
民
課
ま
で
予
約
申
込
み
を
し
て
く
だ

さ
い
。

※
障
害
が
重
い
等
の
理
由
に
よ
り
巡
回
相
談
の
会
場

に
来
所
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
に
つ
い
て
は
、

ご
自
宅
に
訪
問
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、
同

様
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

高
山
村
役
場

住
民
課

8
0
2
7
9
-
6
3
-
2
1
1
1

(内
線
銘
)

◆ 平成24年10月 1日 広報 て鴎、

-.==‐- ミ サこす.- 誓言已言峯÷だ さ--



高
山
村
国
民
健
康
保
険
か
ら
の

お
知
ら
せ

す n ib -111己-[ K )

国
民
健
康
保
険
は
安
心
し
て

医
療
を
受
け
る
た
め
の
制
度
で
す

日
本
で
は
、
す
べ
て
の
人
が
何
ら
か
の
医
療
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
(国
民
皆
保
険
)

国
民
健
康
保
険

(以
下

｢国
保
二

は
、
医
療
保
険
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
、

市
町
村
で
運
営
し
て
い
ま
す
。
万
一
の
と
き
に
安
心
し
て
医
療
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
、
加
入
者
が
保
険
税
を
出
し
合
い
、
医
療
費
な
ど
に
充

て
る
助
け
合
い
の
制
度
で
す
。

国
保
に
加
入
す
る
方

国
保
に
は
、
他
の
医
療
保
険

(職
場
の
健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
)
に
加
入
し
て
い
る
方
や
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方
を
除
く
、

す
べ
て
の
方
が
加
入
し
ま
す
。

届
け
出
が
必
要
で
す

職
場
の
健
康
保
険
と
国
保
の
間
で
切
り
替
え
が
あ
る
場
合
に
は
、
ご
自
身

や
同
じ
世
帯
の
方
に
よ
る
届
け
出
が
必
要
で
す
。
自
動
的
に
切
り
替
わ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

届
け
出
に
必
要
な
も
の

炎国
保
に
加
入
す
る
と
き
》

･
職
場
の
健
康
保
険
を
脱
退
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の

(社
会
保
険
離
脱
証
明
な
ど
)

･
印
鑑

･
年
金
手
帳

(60
歳
未
満
の
方
)

･
年
金
証
書

(卸
歳
以
上
稀
歳
未
満
の
方
)

炎国
保
を
脱
退
す
る
と
き
》

･
加
入
し
た
職
場
の
保
険
証

(脱
退
す
る
方
全
員
分
)

･
国
保
の
保
険
証

(脱
退
す
る
方
全
員
分
)

･
印
鑑

･
年
金
手
帳

(卸
歳
未
満
の
方
)

保
険
証
が
切
り
替
わ
り
ま
す

m
月
1
日
よ
り
保
険
証
が
切
り
替
わ
り
ま
す
。

ま
だ
新
し
い
保
険
証
の
交
換
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
旧
い
保
険
証
を
持

参
し
、
役
場
住
民
課
窓
口
で
交
換
し
て
く
だ
さ
い
。

役
場
住
民
課

管
6
3
ー
2
1
1
1

平
成
24
年
度
赤
い
羽
根

共
同
募
金
に
つ
い
て

｢じ
ぶ
ん
の
町
を
良
く
す
る
し

く
み
｣
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ
に
、

今
年
も
め
月
1
日
か
ら
12
月
視

日
ま
で
全
国
一
斉
に
募
金
運
動

が
実
施
さ
れ
ま
す
。

今
□
、
急
速
な
少
子
･
高
齢

化
が
進
行
す
る
中
、
住
民
の
福

祉
に
対
す
る
意
識
も
変
わ
っ
て

き
て
い
ま
す
。

特
定
非
営
利
活
動
法
人

(N

P
O
法
人
)
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

団
体
の
活
動
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
地
域
の
住
民
み
ず
か
ら
が

主
体
的
に
社
会
福
祉
の
課
題
に

取
り
組
む
試
み
が
増
え
て
お
り
、

地
域
に
お
け
る
民
間
社
会
福
祉

活
動
が
活
発
に
な

っ
て
き
て
い

ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、

共
同
募
金
運
動
は
、
だ
れ
も
が

住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て

暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る

｢福
祉

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
｣
づ
く
り
を
実

現
す
る
活
動
を
、
住
民
相
互
の

た
す
け
あ
い
を
基
調
と
し
て
財

政
面
か
ら
支
援
し
、
地
域
福
祉

の
充
実
と
発
展
を
推
進
す
る
役

割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
経
済
状
況

が
大
変
厳
し
い
昨
今
で
は
あ
り

ま
す
が
、
本
運
動
の
趣
旨
を
ご

理
解
の
う
え
、
募
金
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

役
場

住
民
課

ぐ
ん
ま
の
木
で
家
づ
く
り
支
援

事
業
補
助
金

ぐ
ん
ま
の
木
で
家
づ
く
り
支
援
事
業

i
100
万
円
を
上
限
に
県
産
木
材
使
用
住
宅
に

補
助
し
ま
す
i

広報藝bやま ◆

群
馬
県
で
は
、
ぐ
ん
ま
優
良
木
材

(群
馬
県
内

産
木
材
を
使
用
し
た
認
証
製
材
品
)
を
構
造
材
ま

た
は
内
装
材
に
使
用
し
て
、
県
内
に
自
分
の
居
住

用
の
住
宅
を
建
築
ま
た
は
リ
フ
ォ
ー
ム
す
る
場
合

に
、
費
用
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

補
助
額
は
、
最
高
100
万
円
で
、
募
集
戸
数

(予
算
)

の
範
囲
内
で
申
請
の
先
着
順
に
補
助
し
ま
す
。

●
構
造
材
補
助

(募
集
戸
数
800
戸
)

｢ぐ
ん
ま
優
良
木
材
｣
を
構
造
材
に
60
%
以
上

使
っ
た
新
築
住
宅
の
建
設
･
購
入
に
対
し
て
補

助
し
ま
す
。

補
助
額
は
、
柱
材
の
太
さ
、
延
べ
床
面
積
と

ぐ
ん
ま
優
良
木
材
の
使
用
割
合
に
応
じ
て
20
万

円
5
80
万
円
、
更
に
、
基
準
を
満
た
し
た
省
エ

ネ
ル
ギ
ー
住
宅
の
場
合
は
、
20
万
円
を
上
乗
せ

し
て
補
助
し
ま
す
。

●
内
装
材
補
助

(募
集
戸
数
関
戸
)

｢ぐ
ん
ま
優
良
木
材
｣
を
内
装
材
に
m
m
以
上

使
っ
て
、
新
築
住
宅
を
建
設
･
購
入
ま
た
は
リ

フ
ォ
ー
ム
す
る
場
合
に
補
助
し
ま
す
。

補
助
額
は
、
3
,
0
0
0
円
/
稲

(上
限
額
お

方
円
)
で
す
。

●
申
し
込
み
先

ぐ
ん
ま
優
良
木
材
品
質
認
証
セ
ン
タ
ー

T
E
L

0
2
7
--
･2
6
6
Iー
8
2
2
0

F
A
X

0
2
7
1-
2
6
6
-
-8
2
2
3

●
問
い
合
わ
せ
先

前
記
申
込
先
ま
た
は
高
山
村
役
場
農
政
課

T
E
L
0
2
7
9
-ー
【2
6
--
･7
9
5
1

F
A
X

0
2
7
9
--
･6
3
--
-2
7
6
8

一
礬
露

(ちくわ ･さつまいも)

~
＼

選
を食べながら 考えましょう 語り合いましょ討 ＼ ＼》子どもたちの食と健康を ! 学校と家庭そして地域で !

時 平成24年 10月2 2日 (月)

.●‐･･･.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･,‐‐.■‐･･.･･･

学校給食を食べてみませんか
給食を食べながら 考えましょう 語り合いましよう
子どもたちの食と健康を ! 学校と家庭そして地域で !

しいたけを使う予定です。
保護者の方も、 そうでない方

もご参加いただけますので、 お

気軽におこしください。

10月の試食会はうどんです。
うどんには地産地消の取り組
として、 高山村産のなめこやと

い

保

ご

み
し

も

劾
諸
子　

　

　
　

し
し

わ
に

さ
謎

〕
℃
と

た
q

凱
者
裂

※2学期から申し込み場所が変わりますので、ご確認ください。
締め切り 10月 15日 (月) まで

※先着20名とさせていただきます。
※事前に食材の準備をする都合上、 欠席すると代わり
の方の出席をお願いするか代金をいただくことにな
りますがよろしくお願い致します。

　
　 　　 　

　
　1時から2 時まで『校長室開放』を実施していますの

で、お気軽にお出かけください。

　

　
-…

2
力
小
円
給
@
節
ー
酸
を
い
お

(午前11時まで) にに

く
‐

生後60日未満 6 0 0円
☆飼い犬が死亡した場合、 役場住民課までお知らせく

ださい。
☆動物病院等で狂犬病予防注射を受けた方にも通知書
が届く場合がありますが、 本年度の予防注射を受け
た方は受けないでください。

でこま時

o

　　

　吾妻保健福祉事務所へ持参してください。　　
/I、
ノ
、

Û

日
て
の

　　
　　
　　　

き鷲
臘

期
日 会 場 時 間 会 場 時 間

1 0
月
1 9
日
鉛

火の口公民館 9: 0 0 ~ 9:1 0 五領公民館 1 3:0 0 ~ 1 3:1 0

農協旧尻高支所 9: 2 0 ~ 9:3 0 新田地区集会所 1 3: 2 0 ~ 1 3 :4 0

北之谷住民センター 5 09◆9 鯆瀦 O.･
4
･

O53

基幹集落センター 2 0O◆O テセ民住原 "4O24

関田住民センター "OO3O 所会滌梅 OO5~54
●

役原地区住民センター m｣ ,
.

O5O 釿穫攝 2 05O.
･

5

高山村役場 3 0′ .
.◇れ,

組
や

方

お

。
り

こ

、　
　

　

ーン

平成24年度第2 回目の飼い犬の登録と狂犬病予防注射を下記のとおり実施しますので、 生後9 1日以上で今年度の
狂犬病予防注射を受けていない犬を飼っている方は、 最寄りの会場へお出かけください。
また、 飼い犬の登録済みの方には別途個別の実施通知を配布しますので、 通知書を会場へ持参くださるようお願し

す
飼
ま

、
し

た
た

ま

いい

　

　

　
　
　

料
の

と

数
射

録

の
法
は
く

手
注

登

大
防
犬
で

☆

･

･

☆

注射料 3 ,3 0 0 円
･登録と注射 (登録の済んでいない犬)

登録 注射料 6 ,3 0 0 円
☆大の登録 ･狂犬病予防注射を受けないと、 狂犬病予
防法の規定により罰せられることがあります。

☆犬は、 必ずつないで飼い、 放し飼いは絶対にしない
でください。

☆運動｢l-の大の翼は、 飼い主が責任を持って片づけて

" 平成24年10 即 日

(登録済みの犬)

第2回飼い犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ



10
月
は
土
地
月
間
で
す

n Tこげ =同一十= "｢!

国
上
交
通
省
で
は
、
毎
年
10
月
1

日
5
31
日
迄
の
間
を
土
地
月
間
と
し
、

土
地
問
題
に
対
す
る
国
民
の
理
解
を

深
め
、
実
効
あ
る
上
地
関
係
施
策
を

推
進
し
ま
す
。

土
地
に
関
す
る
豆
知
識
!

1
,

国
土
利
用
計
画
法
で
は
、
土

地
の
投
機
的
取
引
や
地
価
高
騰

を
抑
制
す
る
と
と
も
に
、
適
正

か
つ
合
理
的
な
土
地
利
用
の
確

保
を
図
る
た
め
、
大
規
模
な
上

地
取
引
に
つ
い
て
届
出
制
を
設

け
て
い
ま
す
。

2
.

高
山
村
で
届
出
が
必
要
な
に

地
取
引
と
は
、取
引
面
積
が
1
0
,

0
o
o
m
以
上
で
目
的
が
売
買
、

交
換
、
営
業
譲
渡
、
譲
渡
担
保
、

代
物
弁
済
、
共
有
持
分
の
譲
渡
、

予
約
完
結
権
･
買
戻
権
等
の
譲

渡
等
が
該
当
と
な
り
ま
す
。

3
,

届
出
は
、土
地
の
取
得
者

(買

主
)
が
、契
約

(予
約
を
含
む
)

を
締
結
し
た
ロ
か
ら
起
算
し
て

2
週
間
以
内
に
、
土
地
の
所
在

地
の
市
役
所
、
町
村
役
場
の
国

土
利
用
計
画
法
担
当
窓
n

(高

川
村
で
は
地
域
振
興
課
)
に
届

出
て
く
だ
さ
い
。

4
,

届
出
を
し
な
か
っ
た
り
、
偽

り
の
届
出
を
す
る
と
、
6
カ
月

以
下
の
懲
役
ま
た
は
100
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
先

群
馬
県
土
地
水
対
策
室

公
0
2
7
--
･2
2
6
-
2
3
6
6

高
山
村
役
場
地
域
振
興
課

台
6
3
-
2
1
1
1

内
劉

高
齢
者
の
運
転
免
許
証
自
主
返
納
を
さ
れ
る
方
へ

5
次
の
支
援
が
申
請
に
よ
り
受
け
ら
れ
ま
す
5

ど̂"̂
)

対
象
者

平
成
器
年
4
月
1
日

以
降
に
免
許
証
を
自
主

返
納

(全
部
取
消
し
)

し
た
高
山
村
に
住
民
登

録
し
て
い
る
鋳
歳
以
上

　
　　支

援
内
容

下
記
の
回
数
券
①
②

の
い
ず
れ
か
1
つ
と
③

④
の
支
援
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

①
中
山
本
宿
か
ら
沼
田

市
方
面
行
き

敬
老

バ
ス
カ
ー
ド

3
,0
0
0
円
券

(1
枚
4
3
5
0
円
分
)

m
枚

②
中
中
本
宿
か
ら
東
吾

妻
町
方
面
行
き

老
人
特
殊
回
数
券

3
,0
0
0
円
券

(1
枚
4
,5
0
0
H
分
)

m
枚

③
運
転
経
歴
証
明
書
の
交

付
手
数
料
を
助
成

(後
日
指
定
口
座
に
振
込
)

④
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド

(写
真
付
き
)
の

交
付
手
数
料
を
助
成

※
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
は
住
民
基
本
台
帳

に
登
録
さ
れ
て
い
る

方
へ
交
付
さ
れ
る
公

的
な
証
明
書
で
す
。

申
請
先

右
記
①
②
③

高
山

村
役
場

総
務
課

4

上
記
④

同
上

住

民
課

※
運
転
免
許
証
の
返
納

手
続
き
先
は
、
警
察

署
に
な
り
ま
す
。

申
請
の
際
に
必
要
な

も
の
‐

①
運
転
経
歴
証
明
書
交

付
手
数
料
助
成
及
び

回
数
券
交
付
申
請
書

(役
場
に
あ
り
ま
す
。)

②
申
請
に
よ
る
運
転
免

許
の
取
消
通
知
書
及

び
返
納
し
た
自
動
卓

運
転
免
許
証

③
運
転
経
歴
証
明
書
交

付
手
数
料

(
1
,
O

0
0
円
)
の
群
馬
県

証
紙
を
購
入
し
た
際

の
領
収
書

④
本
人
名
義
の
通
帳

(運

転
経
歴
証
明
書
交
付
手

数
料
を
振
込
み
ま
す
)

⑤
印
鑑

一b

注
意
事
項

支
援
が
受
け
ら
れ
る

の
は
、
自
主
返
納
し

た
時
の
み
1
回
限
り

で
す
。

回
数
券
の
払
い
戻
し

は
で
き
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先

高
山
村
役
場

総
務
課

台
6
3
ー
2
1
1
1

直
通

8
0
2
7
9
-
2
6
-
7

(M
)4
49
]

岬 納 税 等 舶pが10月に納め執たたく撓等です,

村
県
民
税

国
定
強
産
税

軽
自
動
車
税

国
民
健
康

保
険
税

介
護
保
険
料

後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料

上
･下
水
道

使
用
料

得 こ ●

胡 ● ●
月容

)
● ′

覆 ● ● ● ● ●

胡 ●

ナ
● ● ●

鯏 ナ ● ● ● ●

1 0月 ★ ★ ★ ★ ★
鮒月

一
● ● ● ●

T 2月 ● ● ●三
月 ● ● ● ● ● ●

芻 ● ● ●

胡
-

● ● ● ●

g趣穿税金は 社会を支える あなたの会費

------『 一一 ･ 一÷- - -ゞ------- 【-‐-ゞ -

広報縦bやま ◆


